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補
助
金
の
概
要

●
交
付
対
象
の
奨
学
金

　

日
本
学
生
支
援
機
構
が
貸
与
す
る
奨
学
金

●
補
助
対
象
者

　

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
人

①
本
市
に
住
所
を
有
し
、
32
歳
以
下（
昭
和
62

年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ
）で
あ
る
こ
と

②
本
市
出
身
者
で
、
県
外
の
大
学
な
ど
を
卒

業
し
て
い
る
こ
と

③
大
学
な
ど
を
卒
業
し
た
日
か
ら
交
付
申
請

日
ま
で
に
、
１
年
以
上
就
業
な
ど
を
し
て

い
る
こ
と

④
交
付
申
請
日
時
点
で
就
業
な
ど
を
し
て
い

る
か
失
業
保
険
な
ど
を
受
け
て
い
る
こ
と

⑤
自
ら
が
貸
与
を
受
け
た
奨
学
金
の
返
還
を

行
っ
て
い
る
こ
と

⑥
奨
学
金
の
返
済
に
対
す
る
助
成
を
他
か
ら

受
け
て
い
な
い
こ
と

⑦
本
補
助
金
の
交
付
決
定
を
受
け
て
い
な
い

こ
と

⑧
市
の
税
金
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

⑨
暴
力
団
の
構
成
員
な
ど
で
な
い
こ
と

●
補
助
金
額

　

１
年
度
に
つ
き
、
交
付
年
度
の
前
年
度
10

月
〜
交
付
年
度
９
月
の
間
に
返
還
し
た
奨
学

金
の
金
額（
元
金
に
限
る
）に
相
当
す
る
金

額
以
内
で
、
上
限
は
３
万
６
千
円
で
す
。

●
補
助
期
間

　

補
助
期
間
は
、
就
業
開
始
年
度
と
市
へ
の

転
入
年
度
の
組
み
合
わ
せ
で
、
最
大
７
年
間

で
す
。

問
政
策
戦
略
課

☎
０
５
５（
９
４
８
）１
４
１
３

●
交
付
申
請
受
付
期
間

　

令
和
２
年
度
の
申
請
は
７
月
31
日（
金
）

ま
で
受
け
付
け
ま
す
。

※
詳
し
く
は
市
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、

直
接
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

補助金の交付を受ける手順

※令和 3年度以降は毎年度④⑤を繰り返します。

①交付申請
令和元年度交付申請受付は、7月 31日
（金）までです。

対象は、日本学生支援機構が貸与する
奨学金のみです。

交付決定は 9月頃を予定しています。

交付（支払い）は毎年度 1月頃を予定し
ています。

②審査

⑤交付（支払い）

④実績報告・請求

③交付決定

実績報告・請求は毎年度 11月頃を予
定しています。

　

市
で
は
、
大
学
な
ど
に
進
学
す
る
た
め
県
外
に
転
出
し
た
本
市
出

身
者
の
Ｕ
タ
ー
ン
を
促
進
す
る
た
め
、
市
に
Ｕ
タ
ー
ン
し
、
就
業
な

ど
を
し
な
が
ら
奨
学
金
を
返
還
す
る
若
者
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内

で
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

７
年
間
で
最
大
25
万
２
千
円
を
補
助

○
現
況
届
の
提
出
方
法

受
付
期
間
／
６
月
４
日（
木
）〜
30
日（
火
）

　
（
平
日
の
み
）８
時
30
分
〜
17
時
15
分

提
出
方
法
／
①
郵
送（
案
内
に
同
封
の
返
信

用
封
筒
で
返
送
、
切
手
不
要
）
　
で
提
出　

②
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
の
電
子
申
請

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
カ
ー
ド
リ
ー

ダ
ー
が
必
要
）
　

③
保
健
福
祉
・
こ
ど
も
・

子
育
て
相
談
セ
ン
タ
ー
窓
口
に
持
参
し
て

提
出
（
持
ち
物
／
現
況
届
、
印
鑑
、
受
給

　　
者（
保
護
者
）
の
健
康
保
険
証
）

▼
受
給
者（
保
護
者
）や
児
童
の
状
況
な
ど

に
よ
り
、
必
要
書
類
が
変
わ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
、
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
添
付
書
類
不
足
や
記
入
漏
れ
は
受
け
付
け

で
き
ま
せ
ん
。

▼
出
生
や
当
市
へ
の
転
入
に
よ
り
、
５
月
に

認
定
請
求
し
、
６
月
分
か
ら
の
支
給
と
し

て
認
定
さ
れ
る
人
は
、
現
況
届
の
提
出
は

不
要
で
す
。

　

６
月
は
、
児
童
手
当
の
年
度
更
新
月
。
児

童
手
当
を
６
月
以
降
も
引
き
続
き
受
給
す

る
に
は
、「
現
況
届
」の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

対
象
者
に
は
、
６
月
上
旬
に
「
児
童
手
当

現
況
届
」
の
案
内
を
郵
送
し
ま
す
。
提
出
が

な
い
場
合
、
６
月
分
以
降
の
手
当
を
受
給
す

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
必
ず
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

児
童
手
当
を
支
払
い
ま
す

６
月
15
日（
月
）に
、
２
月
分
か
ら
５

月
分
ま
で
の
児
童
手
当
を
指
定
口
座

に
振
り
込
み
ま
す
。
16
日（
火
）以
降
、

口
座
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

子
育
て
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
は
、

７
月
上
旬
頃
支
給
予
定
で
す
。

○
継
続
申
請

　

受
給
者
に
は
、
５
月
末
に
更
新
手
続
き
の

案
内
を
郵
送
し
ま
す
。
申
請
書
の
提
出
が
な

い
場
合
、
７
月
以
降
受
給
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
方
法
／
①
郵
送（
案
内
に
同
封
さ
れ
た

返
信
用
封
筒
に
、
申
請
書
・
必
要
書
類
を

入
れ
て
返
送
・
切
手
不
要
）
　

②
大
仁
庁

舎
窓
口
で
申
請

○
新
規
申
請

　

今
ま
で
所
得
状
況
に
よ
り
受
給
で
き
な

か
っ
た
人
も
、
令
和
元
年
分
の
所
得
や
家
族

状
況
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
、
７
月
か
ら
受

給
で
き
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
該
当
す
る
と

思
わ
れ
る
人
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

持
ち
物
／
①
印
鑑　

②
健
康
保
険
証
の
写

し（
家
族
全
員
分
）
　

③
申
請
者
名
義
の
通

帳
の
写
し　

④
個
人
番
号
の
わ
か
る
も

の（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知

カ
ー
ド
）　

⑤
附
加
給
付
内
容
証
明（
健

康
保
険
組
合
加
入
者
の
み
）

※
そ
の
他
の
書
類
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

申
請
方
法
／
保
健
福
祉
・
こ
ど
も
・
子
育
て

相
談
セ
ン
タ
ー
窓
口
で
申
請

○
継
続
・
新
規
申
請
共
通

受
付
期
間
／
６
月
１
日（
月
）〜
15
日（
月
）

　
（
平
日
の
み
）
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

申
請
窓
口
／
保
健
福
祉
・
こ
ど
も
・
子
育
て

相
談
セ
ン
タ
ー

問
保
健
福
祉
・
こ
ど
も
・
子
育
て
相
談
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
５
８（
７
６
）８
０
０
８

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
た

め
、な
る
べ
く
郵
送
で
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。


